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発表項目 嵐山公園を一時閉鎖します

概 要

（趣旨・日時・

場所・内容等を

記入すること。）

令和２年７月２２日に，嵐山公園にてクマの目撃情報がありました。

当面の間，嵐山公園内への入園を禁止いたしますので，利用予定の方へ

の周知をお願いします。

＜今年度の熊の出没状況＞

●５月９日

嵐山公園内にてクマの目撃情報があり，同日，入園を禁止する措置を行

う。

●５月９日～６月１日

入園禁止措置後から，嵐山公園内の巡回，音を出す装置（ドラム缶をたた

く）

及び園路入口への石灰散布を継続。

●６月２日

一定期間，新たな痕跡は発見されなかったため，入園禁止措置を解除。

●７月２２日未明

展望台付近にて熊の目撃情報あり（前回の同一個体かどうか不明）。

●７月２２日

嵐山公園の入園を当面の間、禁止する措置を行う。

※ヒグマの出没の詳しい情報については，環境部環境総務課

（電話 25-5350）にお問い合わせください。

※今後もヒグマの痕跡等についての調査を継続し，閉鎖解除に支障がな

いと判断された場合，閉鎖を解除致します。
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熊目撃情報に伴う嵐山公園の入園禁止措置について（令和２年７月２２日 土木部）

⑤町道注意喚起看板(鷹栖町設置)

①注意喚起看板(土木管理課設置)

⑥展望台への散策路通行止(公園緑地協会設置)

④展望台への園路通行止(公園緑地協会設置)

旭川市道

鷹栖町道

⑥

⑦チノミシリルイカ橋通行止(公園緑地協会設置)

②園内散策路通行止(公園緑地協会設置)

⑦

③

③園内散策路通行止(公園緑地協会設置)

③

⑦
令和２年７月２２日未明
嵐山展望台への園路横の
茂みにて熊目撃情報有り

道路は通行できるが，道路管理者で
展望台へ行けない周知看板を設置する

道路は通行できるが，鷹栖町で
展望台へ行けない周知看板を設置する

＜今年度の熊の出没状況＞ 
●５月９日
 嵐山公園内にてクマの目撃情報があり，同日，入園を禁止する措置を行う。 
●５月９日～６月１日
 入園禁止措置後から，嵐山公園内の巡回，音を出す装置（ドラム缶をたたく）
及び園路入口への石灰散布を継続。
●６月２日
 一定期間，新たな痕跡は発見されなかったため，入園禁止措置を解除。
●７月２２日未明
 展望台付近にて熊の目撃情報あり（前回の同一個体かどうか不明）。
●７月２２日
 嵐山公園の入園を当面の間、禁止する措置を行う。
 


